
諮 問 番 号 令和７年度諮問第２号 

審 査 庁 茅ヶ崎市長 佐藤 光 

事 件 名 ７茅予第４８０号保有個人情報一部開示決定処分取消請求事件 

 

 

７茅情個審査答申第３号  

令和７年１２月１８日 

 

 

答 申 書 

 

 審査請求人からの頭書事件に係る審査請求（以下「本件審査請求」という。）に関する上

記審査庁の諮問に対し、次のとおり答申する。 

 

第１ 結論 

１ 茅ヶ崎市長が、令和７年７月１６日付け７茅予第４８０号で行った保有個人情報一

部開示決定処分のうち、別表１に掲げるものを開示すべきである。 

２ その余の部分を不開示とした決定は妥当である。 

 

第２ 事案の概要 

１ 令和７年４月８日、審査請求人は、茅ヶ崎市長（以下「実施機関」という。）に対し、

個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号。以下「法」という。）第７７

条第１項の規定に基づき、自身に係る対応経過についてのファイル全体についての保

有個人情報開示請求（以下「本件開示請求」という。）を行った。 

２ 令和７年５月２１日、実施機関は、本件開示請求に対し、「令和６年８月２２日付質

問書、令和６年１０月４日付質問書及び令和７年３月２１日付回答書（修正後）」ほか

１６件を特定し、その一部が法第７８条第１項第２号、第３号及び第７号に該当する

として、一部開示決定処分（以下「前処分」という。）を行った。 

３ 令和７年５月２８日、審査請求人は、行政不服審査法（平成２６年法律第６８号）

第２条の規定に基づき、前処分を取り消すとの裁決を求める審査請求（以下「前審査

請求」という。）を行った。 

４ 令和７年７月１６日、実施機関は、前審査請求を機縁として、前処分の妥当性を改

めて検討した結果、前処分において不開示とされた情報のうち、一部について開示し、

かつ、対象文書を追加するため、前処分を自ら取り消した上で、本件開示請求に対し、

「令和６年８月２２日付質問書及び令和７年３月２１日付回答書（修正後）令和６年

１０月４日付質問書及び令和７年３月２１日付回答書（修正後）」ほか１６件（以下「本

件対象文書」という。）をその一部が法第７８条第１項第２号及び第３号に該当すると

して、一部不開示決定処分（以下「本件処分」という。）を行った。 

５ 令和７年７月２４日、前処分が取り消されたことから、審査庁たる茅ヶ崎市長は、

前審査請求を却下した。 

６ 令和７年８月５日、審査請求人は、行政不服審査法第２条の規定に基づき、本件処

分を取り消すとの裁決を求める本件審査請求を行った。 

 

第３ 審理関係人の主張要旨 

１ 審査請求人の主張要旨 
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  (1) 他機関職員名について 

他機関の公務員や公的機関職員は、その職務の範囲内で行動・発言したものであ

り、私生活上の情報ではない。 

よって、他機関の担当者名や担当社員について「特定の個人を識別できる」とし

て一律に不開示とするのは、職務上の活動を秘匿するものであり不当である。 

(2) 業者（会社担当者名）について 

企業名は、法第２条第１項に定義される個人情報には該当しない。 

担当者名は、取引関係に基づく業務上の情報であり、一般にプライバシー性は低

い。担当者名が取引企業名から容易に推測可能である点や、業務上公開されること

が一般的である。 

したがって、本件の企業名及び担当者名については開示されるべきである。 

  (3) 離隔距離の数値について 

離隔距離の数値は、個人の私的事項や権利利益を害するものではなく、公益性が

優越する情報である。 

したがって、これを法第７８条第１項第２号に基づき不開示とした判断は不当で

あり、匿名化や加工を前提とした部分開示により情報提供すべきである。 

  (4) 法人の代表者の印影について 

法人の代表者の印影は、法人の正当な事業活動や利益を害する情報とは言えず、

法第７８条第１項第３号イの不開示理由には該当しない。 

  (5) 個人の行動及び発言について 

個人の行動及び発言は、行政監督や審査請求の適正性確保のために必要な情報で

あり、法第７８条第１項第２号の不開示理由には該当しない。 

(6) 以上より、実施機関の主張は不合理であり、保有個人情報開示請求制度の趣旨、

公共安全への配慮、裁量権の適正運用のいずれの観点からも、本件不開示部分は不

当である。よって、本件処分は、取り消し、又は是正されるべきである。  

 

２ 実施機関の主張要旨 

(1) 他機関の担当者名及び担当者印並びに個人の氏名及び電話番号については、審査

請求人以外の個人に関する情報であって、その記述等により特定の個人を識別でき

るものであるため、法第７８条第１項第２号に該当する。 

(2) ふろがまの設置を依頼した会社名は、個人の取引先であり、特定の個人の私的事

項に関する情報で、社会通念上他人に知られたくないものであることから、法第７

８条第１項第２号に該当する。 

(3) 建物付帯設備からの離隔距離の数値は、個人の所有物の配置状況に関するもので、

特定の個人の私的事項に関する情報で、社会通念上他人に知られたくないものであ

ることから、開示することにより、審査請求人以外の個人の権利利益を害するおそ

れがあるため、法第７８条第１項第２号に該当する。 

(4) 法人の代表者の印影は、それを開示すると法人の正常な事業活動を阻害し、その

正当な利益を害するおそれがあるものであるため、法第７８条第１項第３号イに該

当する。 

(5) 個人の発言や行動は、個人を識別できるものや、特定の個人の私的事項に関する

情報で、社会通念上他人に知られたくないものであることから、法第７８条第１項

第２号に該当する。 

(6) 以上より、本件処分に違法及び不当な点はないため、本件審査請求は棄却される

べきである。 
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第４ 審査会の判断 

１ 本件開示請求について  

本件開示請求に対し、実施機関は本件対象文書を特定し、このうち別表２に掲げる

それぞれの文書（以下「本件文書」という。）について、その一部が法第７８条第１項

第２号及び第３号に該当するとして、本件処分を行った。 

別表２に掲げる文書は、ガス給湯付ふろがま（以下「本件機器」という。）の離隔距

離に関する市民からの相談に際して作成されたものであり、住所、氏名、相談日時、

担当者及び相談内容からなる。なお、別表２の文書２には、本件機器及びその設置箇

所に関する資料、工事説明書、製造業者による離隔距離に関する報告書、当該報告書

に付されたガス機器防火性能評定通知書及び形式認証書並びにガスふろ給湯器の取扱

説明書が添付されている。 

本件処分に対し、審査請求人は、実施機関が主張する不開示情報に該当しないとし

て、本件処分の取消しを求めている。  

実施機関は、本件処分が妥当であると主張していることから、以下、当該不開示部

分の不開示情報該当性について検討する。 

 ２ 不開示情報該当性について 

 (1) 法第７８条第１項第２号（開示請求者以外の個人に関する情報）該当性について 

法第７８条第１項第２号は、「開示請求者以外の個人に関する情報…（略）…であ

って、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により開示請求者以外の

特定の個人を識別することができるもの…（略）…又は開示請求者以外の特定の個

人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人

の権利利益を害するおそれがあるもの」を不開示とする旨を規定する。 

当審査会が本件文書を見分するに、別表２の文書１から文書５まで及び文書７に

は他機関の担当者名若しくは担当者印又は個人の氏名若しくは電話番号が、別表２

の文書４及び文書５には個人の発言や行動が記載されていた。これらは審査請求人

以外の個人に関する情報であって、その記述等により特定の個人を識別することが

できるものであり、又は特定の個人の私的事項に関する情報であって、特定の個人

を識別することはできないが、開示することにより、なお審査請求人以外の個人の

権利利益を害するおそれがあるものと認められる。 

さらに、別表２の文書５及び文書６には本件機器の設置を依頼した会社名（以下

「本件会社名」という。）が、別表２の文書１及び文書３から文書５までには、本件

機器の離隔距離の数値（以下「本件数値」という。）が記載されていた。 

本件会社名は、個人の取引先であり、本件数値は、個人の所有物の配置状況に関

するものであって、社会通念上他人に知られたくないものであることから、特定の

個人の私的事項に関する情報であって、特定の個人を識別することはできないが、

開示することにより、なお審査請求人以外の個人の権利利益を害するおそれがある

ものと認められる。 

よって、上記の情報は、法第７８条第１項第２号に該当する。 

一方、茅ヶ崎市火災予防条例（平成４年茅ヶ崎市条例第３号）別表第１に規定す

る離隔距離の基準については、一般に公表されているものであり、開示することに

よって、審査請求人以外の個人の権利利益を害するおそれがあるとは言えず、法第

７８条第１項第２号に該当しないため、これを開示すべきである。 

  (2) 法第７８条第１項第３号（法人情報）該当性について 

法第７８条第１項第３号は、「法人その他の団体…（略）…に関する情報…（略）
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…であって、次に掲げるもの。…（略）…イ 開示することにより、当該法人等又

は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの」を

不開示とする旨を規定する。 

当審査会が本件文書を見分するに、別表２の文書２には、法人の代表者印が認め

られた。法人の代表者印は、代表権限の有無がそれにより確認されるという重要な

機能を有するものであり、この印影が他人に悪用されると会社は大きな不利益を被

るおそれが高いものである。 

よって、法人の代表者印は、開示されることにより、当該法人等の正当な利益を

害するおそれがあるものと認められるため、同号に該当する。 

  (3) その他 

審査請求人は、その他種々主張するが、いずれも当審査会の判断を左右するもの

ではない。 

  

以上のことから、当審査会は「第１ 結論」のとおり判断する。 

 

第５ 審査会の処理経過 

令和７年 ９月１０日 諮問受理 

令和７年１０月 ６日 審議（令和７年度第１回審査会） 

令和７年１２月 ５日 審議（令和７年度第２回審査会） 

令和７年１２月１８日 答申 

 

 

茅ヶ崎市情報公開・個人情報保護審査会 

嘉藤 亮（会長） 

大川 宏之 

鈴木 慎一 

原口 佳誠 

福島 利宗 

 

  



5 

 

別表１ 

本件対象文書の開示すべき部分 

 決定通知

書の文書

No 

請求に係る行政文書の

名称又は内容 

頁 開示すべき部分 

１ １０ 市民相談について（令

和７年３月１３日） 

１ 【相談内容】のうち 

５行目の３文字目及び４文字目 

６行目の３文字目及び４文字目 

２ １２    市民相談について（令

和６年１２月２５日） 

１ 【相談内容】のうち 

１０行目の２３文字目及び２４文字目 

１０行目の３７文字目及び３８文字目 

３ １４ 市民相談について（令

和６年１０月４日等） 

１ 【相談内容】のうち 

９行目の２８文字目及び２９文字目 

備考１ 文字数は１行に記録された文字を左詰めにして数え、記号は１文字として数え

る。 

２ 空白は行、文字数に数えない。 

 

別表２ 

本件対象文書において一部不開示とした文書 

 決定通知書の文書 No 内容 

１ １０ 市民相談について（令和７年３月１３日） 

２ １１ 市民相談について（令和７年１月１４日） 

３ １２ 市民相談について（令和６年１２月２５日） 

４ １３ 市民相談について（令和６年１２月１０日） 

５ １４ 市民相談について（令和６年１０月４日） 

６ １５ 市民相談について（令和６年８月２２日①） 

７ １６ 市民相談について（令和６年８月２２日②） 

 

 


